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中国税務速報 

2016年 5月 20日 

●1 営業税から増値税への移行改革に関する規定 

1）国家税務総局は 2016年 3月 31日に「営業税から増値税への移行改正後による地方税務局への増値税

源泉徴収及び増値税発票発行の代行依頼に関する公告」（税総函「2016」145号）を公布しました。 

http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810755/c2083645/content.html 

 

2）国家税務総局は 2016年 4月 19日に｢営業税から増値税への移行改正に係る増値税システムの据付サ

ービスと監督管理業務の関連問題の更なる解決に関する通達」（税総函〔2016〕170号）を公布しまし

た。 

http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810755/c2084155/content.html 

 

3）国家税務総局は 2016年 4月 19日に「営業税から増値税への移行パイロットプログラムに係る税収徴

収管理事項に関する公告」（国家税務総局公告 2016年第 23号）を公布しました。 

http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810755/c2083705/content.html 

 

4）財政部 国家税務総局は 2016年 4月 25日に「営業税から増値税への移行改正後の契税、不動産税、

土地増値税、個人所得税の算定根拠に関する通達」（財税〔2016〕43号）を公布しました。 

http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810755/c2102680/content.html 

 

5）国家税務総局は 2016年 4月 25日に｢増値税システムによる増値税発票発行ソフトウェアデータアク

セスマニュアルの公布に関する公告」（国家税務総局公告 2016年 25号）を公布しました。 

http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810755/c2103513/content.html 

 

6）国家税務総局は 2016年 4月 26日に｢営業税から増値税への移行パイロットプログラムの若干徴収管

理問題の明確化に関する公告｣（国家税務総局公告 2016年 26号）を公布しました。 

http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810755/c2103583/content.html 

 

7）財政部 国家税務総局は 2016年 4月 29日に｢営業税から増値税への移行パイロットプログラムの金

融業関連政策の更なる明確化に関する通達」（財税〔2016〕46号）を公布しました。 

http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810755/c2111190/content.html 

 

8）国務院は 2016年 4月 29日に｢営業税から増値税への移行パイロットプログラムの中央と地方の増値

税収入配分方針の公布に関する通達｣（国発〔2016〕26号）を公布しました。 

http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810755/c2112230/content.html 

 

9）財政部 国家税務総局は 2016年 4月 30日に｢営業税から増値税への移行パイロットプログラムにお

ける役務派遣サービス、有料道路通行料に関する売上算定控除などの政策の更なる明確化に関する通

達｣（財税〔2016〕47号）を公布しました。 

http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810755/c2113107/content.html 
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10）国家税務総局は 2016年 5月 2日に｢納税義務者の保有不動産譲渡時の所有権譲渡手続きに使用され

る増値税発票実務問題に関する通達｣（税総函「2016」190号）を公布しました。 

http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810755/c2118402/content.html 

 

11）財政部 国家税務総局は 2016年 5月 5日に｢障害者就業促進に係る増値税の優遇政策に関する通達｣

（財税〔2016〕52号）を公布しました。 

http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810755/c2138740/content.html 

 

12）国家税務総局は 2016年 5月 5日に｢増値税納税申告調整に関する公告｣（国家税務総局公告 2016年

第 27号）を公布しました。 

http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810755/c2125835/content.html 

 

13）国家税務総局は 2016年 5月 5日に「経費課税方式による非居住者企業課税所得計算式の改訂に関す

る公告」（国家税務総局公告 2016年第 28号）を公布しました。 

http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810755/c2132768/content.html 

 

14）国家税務総局は 2016年 5月 6日に「『営業税から増値税への移行改正におけるクロスボーダー取引

に係る増値税免税管理弁法（試行）』の発布に関する公告｣（国家税務総局公告 2016年第 29号）公布

しました。 

http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810755/c2132696/content.html 

 

15）国家税務総局は 2016年 5月 10日に｢営業税から増値税への移行パイロットプログラムの納税義務者

増値税申告納税に関する関連事項調整の公告｣（国家税務総局公告 2016年第 30号）｣を公布しました。 

http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810755/c2132806/content.html 

 

 

●2 公益法人等に対する持分寄付に係る企業所得税政策問題に関する通達 

財政部 国家税務総局は 2016年 4月 20日に｢公益持分寄付に係る企業所得税政策問題に関する通達｣ （財

税〔2016〕45号）を公布しました。 

企業が公益性社会団体に対し実施する持分寄付は、規定により持分譲渡とみなされ、持分譲渡収入額は

同寄付に充てる持分の取得価額に基づき算定されます。企業は持分による寄付を実施した後、持分の取

得価額に基づき寄付額を確定させ、企業所得税法の関連規定により損金算入とされます。公益性社会団

体は持分譲渡を受けた後、寄付企業から提供された持分の取得価額により寄付領収書を発行します。本

通達で言及した公益性社会団体は中国国内のみと限定されます。本通達は企業が国外の社会機構または

団体に対し実施する持分による寄付行為には適用されません。 

本通達は 2016年 1月 1日から施行されます。 

http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810755/c2132098/content.html 

 

 

●3 ソフトウェアと集積回路産業に対する企業所得税優遇政策関連問題に関する通達 

財政部 国家税務総局 発展改革委 工業と情報化部は 2016年 5月 4日に｢ソフトウェアと集積回路産

業に対する企業所得税優遇政策関連問題に関する通達｣（財税〔2016〕49号）を公布しました。 
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規定により、ソフトウェアと集積回路企業に対する優遇税制資格認定などの非行政許可審査は既に取り

消されました。｢ソフトウェア産業と集積回路産業の発展促進のための企業所得税政策に関する財政部 

国家税務総局の通達｣（財税｢2012｣27号）に定められた企業所得税優遇政策を円滑に実施するために、

財税｢2012｣27号に定められた優遇政策の適用対象であるソフトウェアと集積回路企業は、毎年の年度確

定申告の際に｢『企業所得税優遇政策事項申請弁法』公布に関する公告｣（国家税務総局公告 2015年第

76号）の規定に基づき税務部門に届出を行うと同時に｢届出資料明細表｣に定められた届出資料を提出し

なければなりません。優遇資格認定を取り消された後の管理を強化させるために、ソフトウェアと集積

回路企業が優遇政策適用後、税務部門は発展改革、工業と情報化部門に審査を移管します。審査により

ソフトウェアと集積回路企業の適用要件を満たしていないと判定された企業に対して、税務部門から企

業所得税優遇政策の適用済部分に対し税金を追徴し、税収徴収管理法の規定により対応します。 

本通達は 2015年 1月 1日から施行されます。 

http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810755/c2128416/content.html 

 

 

●4 資源税改革の全面促進に関する通達 

財政部 国家税務総局は 2016年 5月 9日に｢資源税改革の全面促進に関する通達｣（財税〔2016〕53号）

を公布しました。 

資源税改革の主要な内容は以下のとおりです。（1）資源税の課税範囲を拡大すること。（2）鉱物資源

税の価格に基づく算定・課税する改革を実施すること。（3）鉱物資源に係る費用徴収基金を全面的に

処分すること。（4）資源税税率レベルを合理的に確定すること。（5）鉱物資源に係る優遇政策の徴収

管理を強化し、資源総合利用効率を高めること。（6）収入の分配体制及び経費保障制度に関すること。

（7）実施時期に関すること。 

本弁法は 2016年 4月 1日から施行されます。 

http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810755/c2132534/content.html 
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